
登録再生利用事業者 [飼料化事業・法令順守] 業界自主基準 現地確認チェックシート                                        一般社団法人 全国食品リサイクル連合会 

 

調査年月日には実際に調査した日付を記入すること 

調査対象欄には 調査対象の会社名を記入すること 

調査者には、審査人の名前を記入すること 

実施確認の結果評価については、不適合が出た場合、適合するまで是正すること 

 

 

 

 

 

  

調査年月日 調査対象 調査者 区分 確認者 

R4 年 11 月 18 日 
会社名  

株式会社アースクリエイティブ 

所属 全食リ連 

担当者名 髙橋巧一 

新規 栗原和実 

実施確認の 

結果評価 
評価  適合・不適合  

 

１．昨年度実績  （※許可数量は一廃産廃合算の施設許可） 関係書類 メモ 

原料受入量 

一般廃棄物 901 トン／年（許可 8796.5ｔ/ 年） 管理システム（DustX）から抽出データ 容器毎に計量、マニュフェストは無 

産業廃棄物 1155 トン／年（許可 8796.5ｔ/ 年） 管理システム（DustX）から抽出データ 容器毎に計量、マニュフェスト有 

有価物 トン／年 管理システム（DustX）から抽出データ  

 合 計 2,056 トン／年 管理システム（DustX）から抽出データ  

飼料製品

製造量 

572.7 トン／年（製品別に記入） 管理システム（DustX） 製造量と販売量の差異は在庫分 

 

飼料製品

販売量 

534.2 トン／年（製品別に記入） 管理システム（DustX） 現在、飼料販売は農産工のみ 

契約書確認済み 

 自社消費

量 

0 トン／年 該当せず  

２．遵法 適合 不適合 適用外 関係書類 メモ 

法対応 事業範囲・許可条件の遵守（住民協議等含む） ☑ □ □ 事前協議書、変更許可申請書、軽微変更届 現在改造中、フロー図添付 

許可証 

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設許可証の確認 ☑ □ □ 一般廃棄物処理施設設置許可証【変更】  

同上許可の表示の確認 ☑ □ □ 搬入室入口横に掲示（実地確認）  

一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可証の確認 ☑ □ □ 各許可証（ファイル保管）  

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業許可証確認 ☑ □ □ 一般廃棄物・産業廃棄物の許可書を確認(コピー) 宇部市、山陽小野田市、山口市、防府市、長門市 

産業廃棄物処分業 優良認定の有無 ☑ □ □ 許可証（処分・運搬ともに優良取得）  

登録証 
再生利用事業者登録証の確認 ☑ □ □ 登録証  

同上登録の表示の確認 ☑ □ □ 搬入室入口横に掲示（実地確認） 料金表示も確認、写真有 

公定規格 飼料公定規格 原料名・品質の確認 □ □ ☑ 該当なし（自社取得は無いが既存規格を利用） 公定規格一覧を確認、写真有 

認証証 
エコフィード認証証の確認 □ □ ☑ 該当なし  

同上認証の表示の確認 □ □ ☑ 該当なし  

届出 飼料製造届出書類の確認 ☑ □ □ 届出書（再生利用事業者登録連動）  

委託契約書 

委託契約書の保存管理状況の確認 ☑ □ □ 契約書（契約書ファイル）  

委託契約書内「食品残さ等利用飼料の安全性の確保

のためのガイドライン」遵守項目の有無の確認 
☑ □ □ 

契約書 （契約書中の記載を確認）  

マニフェスト伝票、帳簿の記載・整備の確認 ☑ □ □ マニフェスト（直近はファイル、過去分は書庫に排出事 原料を毎日回収しており、マニュフェストは前日分を翌日に 



 

 

 

３．原料受入から飼料販売（および残渣物・廃棄物処理） 適合 不適合 適用外 関係書類 メモ 

「食品残さ等利用飼料の安全性の確保のためのガイドライン」を

遵守した飼料製造・社員教育等の現場の確認 
☑ □ □ 

特になし（朝礼・部門会議で口頭にて実施）  

原料受入 

原料受入量（一般・産廃別）の帳簿の確認 
（排出事業者毎の日合計・月合計・年合計） 

☑ □ □ 収集日報・管理システム（DustX）抽出データ  

原料の保管状況、原料の腐敗、かびの発生、ハエ等虫
や異物混入の確認 ☑ □ □ 

特になし（現地目視確認実施） 

参考【廃棄物処理施設状況報告書】 

 

原料受入容器の使用状況、保管、洗浄等の確認 
(蓋付き容器の使用、害獣、害虫対策の状況) 

☑ □ □ 特になし、主に袋入りで排出 

（現地目視確認実施） 

容器は都度洗浄を実施 

飼料製造 

製品保管 

標準作業指示書、手順書等の確認 ☑ □ □ 作業標準書、操作マニュアル、作業管理マニュ

アル 

写真付きのマニュアルを作成、社員間で共有しながらブラッシュアップ

している。 

飼料業務管理規則書、体制等の確認 ☑ □ □ 飼料業務管理規則、（飼料品質管理規則）、会社

組織図 

 

処理工程図及び現場処理工程の確認 ☑ □ □ 工程図、平面図 申請書参照  

製品の保管状況の確認、害獣、害虫対策状況 ☑ □ □ 現地目視確認、害虫駆除結果報告書 害虫駆除の会社が毎月対策、報告書有、写真有 

飼料製造管理記録簿等の確認 
（原料に肉類が入る可能性のある場合は熱処理記録の確認） 

☑ □ □ 乾燥データ記入表（１号・２号）、加熱記録、

生産実績一覧 

新加熱処理基準（撹拌しながら 90℃60 分以上）に沿ったデータを記録

媒体で保存 

ﾌﾟﾗﾝﾄ衛生管理マニュアル、記録簿、現場状況の確認 ☑ □ □ 清掃日程記録表  

ﾌﾟﾗﾝﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ手順及び記録簿等の確認 ☑ □ □ メンテナンスマニュアル、作業標準書、（車

両）交換履歴一覧 

 

飼料販売 

飼料販売先との契約書の確認 ☑ □ □ 覚書、連絡先一覧  

飼料販売計画・出荷指示書等の確認 ☑ □ □ オーダー票  

出荷時における表示票発行の確認 ☑ □ □ 納品書、表示票、一般成分表 納品時に添付、写真有 

残渣物 

廃棄物処理 

原料受入、製造工程発生残渣物処理のフロー、帳簿
（マニフェスト）、保管場所の確認 ☑ □ □ 

処理工程残渣フロー図、マニフェスト（廃プ

ラ・汚泥）、処理業者計量伝票（廃油） 

廃油は有価（谷口油販）、廃プラは自社中間処理（その後は UBE）、汚泥

は都市産業、一廃は自社回収 

 

４．飼料製品品質管理・成分分析 適合 不適合 適用外 関係書類 メモ 

品質管理 

飼料品質管理規則書、体制等の確認 ☑ □ □ 飼料品質管理規則（飼料業務管理規則）組織図  

製品毎に品質基準（成分、外観等）が定められ定期的
にﾁｪｯｸがされているか？（分析結果の確認等） 

☑ □ □ 生産実績一覧（自社分析値記録）一般成分表  

表示票の内容に不備、齟齬がないか？ ☑ □ □ 表示票  

安全性（ｻﾙﾓﾈﾗ・病原性大腸菌他）に対する定期的な
検査が行われているか？ 

☑ □ □ 分析記録（エコフィード分析結果） 毎年 1 回自主的に専門機関で分析、写真有 

業者ごとに 5 年保管） 返却している。 

計量器    

※１ 

計量法に定める特定計量器検査規則に合格した計量

器及び検査合格証の確認 
☑ □ □ 

検査票（2 年ごとに実施） ※今回は 12 月新設更新 

環境影響測

定 ※２ 

騒音・振動・悪臭・排ガス等の測定頻度の確認、計量

証明書の確認 
☑ □ □ 

排ガス（大防法報告）、水質（水濁法）計量証明書 

その他該当なし（維持管理計画参照） 

排ガスは毎年報告 

水質は報告義務はないが、自主的に毎月検査を実施 



品質不適合品発生時の対応及び記録方法が定められ
ているか？ 

☑ □ □ 有害物質混入防止のための工程管理基準書  

ｸﾚｰﾑ発生時の対応方法と記録方法が定められている
か？ 

☑ □ □ 有害物質混入防止のための工程管理基準書 

緊急連絡体制表、事故報告書・不具合報告書・

クレーム報告書 

収集時の危機管理マニュアルもある 

不具合報告書の写真有 

飼料添加物の使用記録がされているか □ □ ☑ 該当なし  

成分分析機器等の校正確認（社内分析の場合） □ □ ☑ 該当なし（水分計ランプのみ更新）  

家畜伝染病

予防対策 

製品出荷車両、容器の消毒マニュアル、実施状況の確
認 

□ □ ☑ 該当なし（出荷用トン袋はワンウェイ利用）  

家畜伝染病予防及び発生時の対応マニュアル、消毒
剤（石灰等）の確認 

☑ □ □ 事故発生連絡先一覧、緊急連絡体制表、 

消毒設備現地確認 

 

資格 飼料製造管理資格者がいるか？ ☑ □ □ 中島浩（専務取締役）  

 

 

５．農林水産省・環境省、経済産業省等による認定、確認 適合 不適合 適用外 関係書類 メモ 

認定 
食品リサイクル法「再生利用事業計画」の認定件数及
び認定書の確認 

□ □ ☑ 該当なし  

確認 
農林水産消費安全技術センターによる「食品残さ等
利用飼料の安全性確保のためのガイドライン」に基
づく管理状況の確認書 

☑ □ □ 
FAMIC の立ち入り検査書 写真有 

 

 

特記事項 

受け入れから出荷まで全て一貫した管理システムでデータを管理しており、帳票類は明確で、人為的な誤記載等を回避できる仕組みとなっている。 

新加熱処理基準を満たすため、新たなに「減圧乾燥システム」の設備更新をおこない、撹拌しながら９０℃６０分以上の加熱処理の実行、記録記載ができており、そのオペレーション体制の構築も確認ができた。 

収集運搬業務を自ら行うことで、排出事業者への異物混入を防ぐ指導やマニュフェストの毎日返却等を効率よく実施できている。 

バイオガス、廃プラ、BDF 等様々な取り組みを同一敷地内で許可取得しているため、将来的にそれらの取り組みを強化していくことで相乗効果を発揮できる可能性が高い。 

24 時間操業を実施しているが、従業員のための仮眠室、休憩所を新たに設備したことで、従業員の業務負荷軽減に役立っていると思われる。 

 

 

 

 

総評 

2006 年に工場を新設し、以来 16 年にわたり食品リサイクル事業に取り組み、継続できていることで様々なノウハウ構築ができており、積み重ねてきたエコフィード製造の知見は素晴らしい。 

また、大臣認定を取得し、通常は飼料化の難しい肉製品（ハムソー類）等を積極的にエコフィード化していることで食品循環資源の飼料化推進に大きく寄与していることも評価できる。 

さらに従業員が管理マニュアルや不具合報告書等を自らブラッシュアップし、高いモチベーションで業務に取り組みをしていることも品質管理や安全性を確保できている要因となっている。 

今後に向けた課題としては、飼料販売先が飼料メーカー1 社となっているが、複数のメーカーに供給していくことで、リスク回避しながら、売り上げを安定的に増やしていくことが求められるかもしれない。 

さらに燃料費の高騰により、コストの上昇が見込まれる中で、継続的な事業の運営には、その対策も検討が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 


